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税関システム障害の場合は、通常通りＮＡＣＣＳ登録を行って差し支えない。ただし、必要に応じて、書面によりマニ
フェスト提出を求めることがある。
また、税関において、貨物移動差止（解除）、事故確認及び訂正保留解除の登録が実施できない場合は、後続の手

続について、必要に応じて書面により行うこととなる。

障害発生前 障害発生 復旧後 備考

ＭＦＲ
マニュアル
マニフェスト提出

（ＣＭＦ０１・ＭＦＡ）→ＤＭＦ→（ＣＭＦ０２・ＰＩＤ
(DCL02自動起動を含む。））→ＰＫＩ(DCL02の併せ
を含む。）→ＣＭＦ０３

税関に事前連絡することにより、ＤＭＦの
事後登録を認める。

ＭＦＲ→（ＣＭＦ０１・ＭＦＡ）
マニュアル
マニフェスト提出

ＤＭＦ→（ＣＭＦ０２・ＰＩＤ(DCL02自動起動を含
む。））→ＰＫＩ(DCL02の併せを含む。）→ＣＭＦ０３

税関に事前連絡することにより、ＤＭＦの
事後登録を認める。

ＭＦＲ→（ＣＭＦ０１・ＭＦＡ）→ＤＭＦ
マニュアル
マニフェスト訂正

（ＣＭＦ０２・ＰＩＤ(DCL02自動起動を含む。））→ＰＫＩ
(DCL02の併せを含む。）→ＣＭＦ０３

税関に事前連絡することにより、ＣＭＦ０２
の事後登録を認める。

ＭＦＲ→ＣＭＦ０１→ＭＦＡ→ＤＭＦ
→ＣＭＦ０２→（ＰＩＤ）→ＰＫＩ

復旧待ち DCL02→ＣＭＦ０３
税関に事前連絡することにより、ＤＣＬ０２
の事後登録を認める。

ＤＣＬ０１ 復旧待ち ＤＣＬ０２→ＤＣＸ

ＤＣＬ０１／０２
マニュアル
マニフェスト訂正

ＤＣＸ
税関に事前連絡することにより、ＤＣＸの事
後登録を認める。

マニュアルマニフェスト提出 復旧待ち ＣＹＢ・ＣＹＤ
マニュアルマニフェスト提出 復旧待ち ＣＹＥ
マニュアルマニフェスト提出 復旧待ち ＢＩＢ
マニュアルマニフェスト提出 復旧待ち SCR→ＯＬＣ→ＢＩＡ
マニュアルマニフェスト提出
→SCR

復旧待ち ＯＬＣ→ＢＩＡ

マニュアルマニフェスト提出
→SCR→ＯＬＣ

復旧待ち ＢＩＡ



保税運送（海上コンテナ貨物）

2

ＭＦＲ

ＤＭＦ

ＰＫＩ
（ＰＫＫ）

ＯＬＣ

８ページ保税運送
（承認前の変更）へ

ＳＥＴ

９ページ保税運送
（承認後の変更）へ

３ページ保税運送
（海上コンテナ貨物：搬出入）へ

７ページ保税運送
（自動起動前の訂正・
取消し）へ

（自動起動）

障害１

復旧待ち

【障害１の対応】
マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。

障害２

復旧待ち

【障害２の対応】
①保税運送承認通知書または保税運送申告控が出力されてい
ない場合は、マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保税運送申告控を
必要部数印刷し、税関へ提出する。
③保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
④保税運送申告控またはマニュアルにより保税運送が承認され
た場合は、システム復旧後、ＳＯＴ業務により申告撤回または承
認の取消しを行う。

障害３

復旧待ち

【障害３の対応】
①保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
③保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、システ
ム復旧後、ＳＯＴ業務により承認の取消しを行う。
④貨物の搬出確認については、システム復旧後に行う。

書面手続

書面に切替

書面に切替

ＳＯＴ

ＰＡＭ

【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入申告はマ
ニュアルにより行い、後続の貨物管理についても、全てマニュア
ルにより行う。このため貨物情報は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）により手作業
移行を行う。

ＳＥＴ

簡易書類



保税運送（海上コンテナ貨物：搬出入）
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ＢＩＡ

NVC01
(NVC02)

ＣＹＯ

システム
内・外

（内）

（外）

ＳＡＴ

障害４

復旧待ち

【障害４の対応】
保税運送の到着確認については、システ
ム復旧後に行う。

障害５

復旧待ち

【障害５の対応】
システム復旧後に登録する。

障害６

復旧待ち

【障害６の対応】
保税運送の到着確認については、システム復旧
後に行う。

【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入
申告はマニュアルにより行い、後続の貨物管理につ
いても、全てマニュアルにより行う。このため貨物情報
は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）により手作業移行を行う。



保税運送（在来貨物）
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ＭＦＲ

ＤＭＦ

ＯＬＣ

５ページ保税運送
（在来貨物：搬入後
保税運送する場合）へ

ＳＣＲ

（参考）

ＳＥＴ

６ページ保税運送
（在来貨物：搬入）へ

８ページ保税運送
（承認前の変更）へ

９ページ保税運送
（承認後の変更）へ

障害１

復旧待ち

【障害１の対応】
マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。

障害２

復旧待ち

【障害２の対応】
①保税運送承認通知書または保税運送申告控が出力されて
いない場合は、マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保税運送申告
控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
③保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
④保税運送申告控またはマニュアルにより保税運送が承認さ
れた場合は、システム復旧後、ＳＯＴ業務により申告撤回また
は承認の取消しを行う。

障害３

復旧待ち

【障害３の対応】
①保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
③保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、シス
テム復旧後、ＳＯＴ業務により承認の取消しを行う。
※ 輸入申告もマニュアルで行った場合は、6ページ（保税運送
（在来貨物：搬入））の対応のとおり。

書面手続

書面に切替

書面に切替

ＳＯＴ

ＰＡＭ 【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入申告は
マニュアルにより行い、後続の貨物管理についても、全てマ
ニュアルにより行う。このため貨物情報は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）によ
り手作業移行を行う。

ＳＥＴ

書類 簡易



保税運送（在来貨物：搬入後保税運送する場合）
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ＯＬＣ

ＢＩＡＢＩＢ

（参考：システム外）

ＳＥＴ

ＢＯＡ

６ページ保税運送
（在来貨物：搬入）へ

８ページ保税運送
（承認前の変更）へ

９ページ保税運送
（承認後の変更）へ

障害１

復旧待ち

【障害１の対応】
マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。

障害２

復旧待ち

【障害２の対応】
①保税運送承認通知書または保税運送申告控が出力されていない
場合は、マニュアル（税関書式Ｃ第４０００号）で行う。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保税運送申告控を必
要部数印刷し、税関へ提出する。
③保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
④保税運送申告控またはマニュアルにより保税運送が承認された
場合は、システム復旧後、ＳＯＴ業務により申告撤回または承認の取
消しを行う。

障害３

復旧待ち

【障害３の対応】
①保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
③保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、システム復
旧後、ＳＯＴ業務により承認の取消しを行う。
④貨物の搬出確認については、システム復旧後に行う。

書面手続

書面に切替

書面に切替

ＳＯＴ

ＰＡＭ 【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入申告はマニュ
アルにより行い、後続の貨物管理についても、すべてマニュアルによ
り行う。このため貨物情報は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）により手作業移行を行う。

ＳＥＴ

書類 簡易



保税運送（在来貨物：搬入）
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ＢＩＡ

システム
内・外

（内）

（外）

ＳＡＴ

障害７

復旧待ち

【障害７の対応】
保税運送の到着確認については、システム復旧後に行う。

障害８

復旧待ち

【障害８の対応】
保税運送の到着確認については、シ
ステム復旧後に行う。

【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入
申告はマニュアルにより行い、後続の貨物管理につい
ても、全てマニュアルにより行う。このため貨物情報は、
ＰＳＨ（ＭＡＮ）により手作業移行を行う。



保税運送（自動起動前の訂正・取消し）
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訂正・
取消し

訂正

取消し

ＯＬＣ

３ページ保税運送
（海上コンテナ貨物：搬出入）へ

６ページ保税運送（在来貨物：搬入）へ

障害１

復旧待ち 【障害１の対応】
申告控が無いため、システム復旧を待って、自動起動されるまでの間

にＯＬＣ業務により、訂正登録を行う。
ただし、貨物の国内引取を急ぐ場合は、保税運送申告及び輸入申告を
マニュアルにより行い、システム復旧後、自動起動されるまでの間にＯＬ
Ｃ業務により、取消しを行う。



保税運送（承認前の変更）

8

ＳＯＴ

訂正・
取消し

訂正

取消し

ＳＥＴ

３ページ保税運送
（海上コンテナ貨物：搬出入）へ

６ページ保税運送（在来貨物：搬入）へ

障害１

復旧待ち

【障害１の対応】
①保税運送申告控が出力されていない場合は、マニュアル（税関書式
Ｃ第４０００号）で行う。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保税運送申告控を必要
部数印刷し、訂正内容を追記の上、税関へ提出する。
③保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
④保税運送申告控またはマニュアルにより保税運送が承認された場
合は、システム復旧後、ＳＯＴ業務により申告撤回を行う。

障害２

障害３

ＳＯＴ

ＰＡＭ

復旧待ち

復旧待ち 書面に切替

書面に
切替

書面に切替

【障害２の対応】
①保税運送申告控が出力されていない場合は、変更前の保税運送
申告控を必要部数印刷し、訂正内容を追記の上、税関へ提出する。
②保税運送申告控が出力されている場合は、申告控を必要部数印刷
し、税関へ提出する。
③保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
④保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、システム復
旧後、ＳＯＴ業務により申告撤回を行う。

【障害３の対応】
①保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
③保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、システム復
旧後、ＳＯＴ業務により承認の取消しを行う。
④貨物の搬出確認については、システム復旧後に行う。

【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入申告はマニュア
ルにより行い、後続の貨物管理についても、全てマニュアルにより行
う。このため貨物情報は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）により手作業移行を行う。

ＳＥＴ



保税運送（承認後の変更）
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ＳＯＴ

訂正・
取消し

ＳＥＴ訂正

取消し

ＳＥＴ

３ページ保税運送
（海上コンテナ貨物：搬出入）へ

６ページ保税運送（在来貨物：搬入）へ

障害１

復旧待ち

※運送期間延長承認申請を含む。

障害２

障害３

ＳＯＴ

ＰＡＭ

【障害１の対応】
①保税運送承認通知書が出力されていない場合は、マニュアル（税関書
式Ｃ第４０００号）で行う。
②保税運送承認通知書が出力されている場合は、保税運送承認通知書
を必要部数印刷し、訂正内容を追記の上、税関へ提出する。
③保税運送承認通知書に承認印（訂正印）が押印され、交付される。
④保税運送承認通知書により保税運送が承認された場合は、システム
復旧後、ＳＯＴ業務により承認の取消しを行う。

【障害２の対応】
①保税運送申告控が出力されていない場合は、訂正前の保税運送承認
通知書を必要部数印刷し、訂正内容を追記の上、税関へ提出する。
②保税運送申告控が出力されている場合は、保税運送申告控を必要部
数印刷し、税関へ提出する。
③保税運送承認通知書または保税運送申告控に承認印が押印され、交
付される。
④保税運送承認通知書または保税運送申告控により保税運送が承認さ
れた場合は、システム復旧後、ＳＯＴ業務により申告撤回または承認の
取消しを行う。

【障害３の対応】
①保税運送申告控を必要部数印刷し、税関へ提出する。
②保税運送申告控に承認印が押印され、交付される。
③保税運送申告控により保税運送が承認された場合は、システム復旧
後、ＳＯＴ業務により承認の取消しを行う。
④貨物の搬出確認については、システム復旧後に行う。

書面に切替

書面に切替

復旧待ち

復旧待ち 書面に切替
【注意】
貨物の国内引取を急ぐ場合、保税運送申告及び輸入申告はマニュアル
により行い、後続の貨物管理についても、全てマニュアルにより行う。こ
のため貨物情報は、ＰＳＨ（ＭＡＮ）により手作業移行を行う。

ＳＥＴ



搬出入確認登録
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システム障害発生中 システム復旧後 備考

輸
入
貨
物

搬出

システム以外の方法により、搬
出入を管理

搬出確認登録を行う。
搬出要件となる運送承認等が行われた書
面を確認しＰＡＭ業務により搬出確認登録
を行う。

搬入 通常通り
搬入年月日及び時刻については、システ
ム復旧後に通常通り入力する。

輸
出
貨
物

搬出

システム以外の方法により、搬
出入を管理

搬出確認登録を行う。
搬出年月日及び時刻については、システ
ム復旧後に通常通り入力する。

搬入 通常通り
搬入年月日及び時刻については、システ
ム復旧後に通常通り入力する。

ＮＡＣＣＳに障害が発生した場合



搬出入確認登録
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システム障害発生中 システム復旧後 備考

輸
入
貨
物

搬出

貨物移動差止の旨が登録された貨物に
ついては、貨物移動差止解除の旨の登録
も行うことができないことから、貨物の搬
出ができない場合がある。

通常通り

事故確認の旨又は訂正保留解除の
旨の登録を行うまでの間、後続業務
が実施できない可能性がある。

搬入 特になし 通常通り

輸
出
貨
物

搬出

貨物移動差止の旨が登録された貨物に
ついては、貨物移動差止解除の旨の登録
も行うことができないことから、貨物の搬
出ができない場合がある。

通常通り

搬入 特になし 通常通り

税関システムに障害が発生した場合


